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はじめに －富士宮市の土地利用の改定方針－ 

 

この計画書は、国土利用計画及び総合計画（基本構想・基本計画）の土地利用に関する部分（以

下これらを「富士宮市の土地利用」という。）の改定のために、各々の改定計画書及び改定に当た

っての基礎的な資料をとりまとめたものである。 

 

 

１ 土地利用計画の経緯と定着 

 

本市の土地利用行政は、昭和 40 年代の高度経済成長期の全県的な乱開発動向に対応するため

に、開発ルールの構築に取り組んできた（昭和 49 年総合開発計画ほか）。その後、昭和 50 年代後

半に入って顕著となった富士山麓の大規模開発動向の再来を迎えたことから、全市民的な議論を

経ながら、昭和 61 年には総合発展計画（第二次総合計画）を策定した。また、これと併行し内容

の点でも密接な関連をもちながら、昭和 63 年に国土利用計画富士宮市計画（第一次）を策定した。

これは、総合発展計画の中の土地利用計画と互いに連携しながら、体系的な土地利用条件の診断

調査を踏まえて、「土地に聴き人が拓く均衡ある土地利用」の理念のもとに基本方向を定めたもの

であった。 

これらの土地利用のマスタープランを指針として、「富士宮市土地利用事業の適正化に関する

指導要綱」や都市計画法に基づく開発許可制度の運用、その他の土地利用に関する法制度との連

携を進めながら、新たな都市機能導入のための土地利用事業の推進や土地利用転換の適正化を図

り、総合的かつ計画的な土地利用の実現と適正な土地利用の推進に努めてきた。 

 

 

２ 改定計画における継承と新たな展開 

 

これまでの「富士宮市の土地利用」は、土地利用診断に基づく科学的な裏付けの上に総合計画、

国土利用計画、個別法に基づく土地利用計画及び県の構想等との整合を図りつつ策定されている。

第５次富士宮市総合計画及び第４次国土利用計画富士宮市計画の策定（以下「改定計画」という。）

においても、基本的にはこのような従来の方法を継承する。 

しかし、近年の全国的な社会背景には、少子高齢化、低成長経済など長期にわたる厳しい情勢

において、地方分権の進展や法制度の変更、大規模インフラの整備、市民意識の向上など土地利

用に密接に関連する環境が大きく変化しており、指針として活用すべき計画の役割やテーマは変

化しつつある。 

本市では、第三次国土利用計画富士宮市計画策定以降、大規模な開発計画が減少し、小規模・

分散型の開発に転じている。また、人口減少や高齢化が進行し、中心市街地の空洞化、耕作され

ない農地や管理が行き届かない森林の増加が顕在化しつつある。 
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一方、芝川町との合併（平成 22 年）や富士山の世界遺産登録（平成 25 年）により地域資源や

魅力が多様化し、さらに、富士山南陵工業団地の造成・分譲（平成 22 年）、新東名高速道路の開

通（平成 24 年）などにより広域的なインフラの整備が進捗しており、これらを活かした観光振興、

地域活力向上への対応が求められている。また、東日本大震災（平成 23 年）を経て、再生可能エ

ネルギー（太陽光、バイオマス等）関連施設の立地意向が強くなっているとともに、土砂災害、

南海トラフ巨大地震や富士山噴火による自然災害への十分な備えが、一層求められるようになっ

た。 

このため、改定計画においては、市民意向を踏まえながら、これら社会背景の変化や本市を含

む広域的な課題への対応を図ることとする。 

 

 

３ 総合計画と国土利用計画の関係 

 

本市における土地利用に関する諸計画の関係は、図のとおりである。このうち総合計画と国土

利用計画の法制度上の関係は、第１に国土利用計画体系を一体で構成している都道府県計画を基

本とすること、第２に地方自治法による市町村総合計画の基本構想に即して国土利用計画を策定

することにある。 

このため、国土利用計画富士宮市計画は、国土利用計画静岡県計画を基本とするとともに、富

士宮市総合計画基本構想の土地利用に関する部分（以下「土地利用構想」という。）に即して策定

している。さらに、国土利用計画富士宮市計画は、富士宮市総合計画基本計画の土地利用に関す

る部分（以下「土地利用計画」という。）と、互いに調整し連携を図っている。 

また、本市の土地利用に関連する各種計画や個別法は、富士宮市総合計画及び国土利用計画富

士宮市計画に即して策定・運用されることから、「富士宮市の土地利用」は、土地利用に関するマ

スタープランとしての役割を担っている。 

このように総合計画と国土利用計画が密接な関係にあることから、両計画の各々の特性を踏ま

えた分担について、表のとおり整理する。 

これらの結果、総合計画と国土利用計画については、共通する部分が多く、両者の関係を分か

りやすくするため、共通する部分については文言を一致させる。 
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図 土地利用の計画体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 総合計画と国土利用計画の特性と表現すべき内容の共通点と相違点 

項目 総合計画 国土利用計画 

土地利用に関する

役割 

●土地利用の基本構想を定め、施策の体系と

方向を明示 

●今後の行政計画の行動指針 

●土地利用の基本構想を定め、実現するための方

策を明示 

●個別の土地利用関連計画の策定指針 

土地利用に関する

記述内容 

●土地利用に関する全市的な方針 

●土地利用構想図の根拠となる地域設定とそ

の運用方針 

●関連計画との連携・整合を図り、施策の内

容を明示 

●市域における国土の利用に関する方針 

●土地利用に関する留意点や具体的な方針 

●土地利用に関する個別法の活用方策に関する

指針 

政策推進エリアに

関する事項 

●政策推進エリアの位置づけと土地利用の方

針 

●政策推進エリアの土地利用の方針と施設の立

地方針の明示 

表示する図面 ●ゾーン別土地利用概念図 

●土地利用構想図 

●土地利用構想図（参考図） 

相違点 ●将来都市像を実現するための施策展開 ●土地資源の量的な調整と質的な管理の方針 

●土地利用事業の推進と土地利用転換の適正化

の指針 

 

第５次富士宮市総合計画 

基本構想 

（土地利用構想） 

基本計画 

（土地利用計画） 

国土利用計画静岡県計画 

第４次国土利用計画 

富士宮市計画 

富士宮市の土地利用 
基本とする 必要に応じて 

見直す 

調整・連携 

即する 

個別土地利用関連計画 

（都市計画、農業計画、森林計画、自然計画、その他の計画） 

即する 即する 
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第４次国土利用計画富士宮市計画[概要版]  

 

１ 計画の概要と策定経緯 

（１）富士宮市における国土利用計画の経緯と必要性 

・昭和 50 年代の後半に入って顕著となった富士山麓の大規模開発

動向に対応するために、総合発展計画（第二次総合計画）に併行

して、昭和 63 年に第一次国土利用計画富士宮市計画を策定した。 

・総合計画における土地利用計画と連携させながら体系的な土地利

用条件の診断調査を踏まえて、「土地に聴き人が拓く均衡ある土

地利用」の理念のもとに基本方向を定めている。 

・第４次計画では、芝川町との合併や富士山の世界遺産登録等によ

る観光振興、地域活力向上への対応、土砂災害や富士山噴火等に

よる自然災害への十分な備えが求められている。 

 

（２）計画の策定経過と第４次計画の期間 

平成 28 年４月から平成 38 年３月までの 10 年間 

・旧富士宮市：平成 18 年３月（第三次計画策定） 
・旧芝川町：平成４年９月（第一次計画策定、以降更新なし） 
 →平成 22 年３月、合併により新「富士宮市」が誕生 

（３）計画の策定体系 

・富士宮市総合計画と連携した策定体系（総合計画と同時期の策定） 

（４）第５次総合計画における将来人口推計（資料：住民基本台帳） 

 平成 22 年 

（実績値） 

平成 27 年 

（基準年次） 

平成 32 年 

（中間年次） 

平成 37 年 

（目標年次） 

総人口（人） 135,764 134,866 132,200 128,000 

世帯数(世帯) 50,628 53,852 53,900 53,600 
 

 

２ 市域の土地利用に関する現況と課題 

（１）富士宮市での社会的な背景の変化 

●合併に伴う地域特性の多様化 

 

●富士山の世界遺産登録 

 

●新東名高速道路の開通 

 

●工業団地等の立地の進展 

 

●まちなか・集落の活力低下 

 
 

（２）市民意向（第５次総合計画に係る市民アンケート：平成 26 年１月／市政モニターアンケート：平成 25 年 11 月） 

●現在の富士宮市の土地利用の状況について、どう思うか？ 

7.8%

2.0% 1.1%
3.7%

25.6% 23.9%

11.9%

27.0%

8.3%
10.1%

27.4%

3.9%
7.1%

2.4% 1.2% 2.7%

20.8% 11.9%

14.4%

44.9%

9.9%

14.7%
21.9%

3.9%

16.0%

2.0% 0.0%

8.0%

32.0%

42.0%

24.0%

8.0%

18.0%
16.0%

8.0% 6.0%

0.0%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

全
体
的
に
調
和
が
と
れ

て
い
る

農
地
が
充
分
管
理
さ
れ

て
い
る

山
林
が
充
分
管
理
さ
れ

て
い
る

宅
地
が
整
然
と
し
て
い

る

耕
作
放
棄
地
な
ど
が
目

立
つ

山
林
の
管
理
が
行
き
届

い
て
い
な
い

農
地
と
宅
地
が
混
在
し

て
い
る

中
心
部
で
は
空
き
地
が

目
立
つ

宅
地
、
工
業
地
、
商
業

地
が
混
在
し
て
い
る

集
落
や
郊
外
で
の
無
秩

序
な
開
発
が
目
立
つ

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

市民アンケート(n=1,957)

前回策定時市民アンケート(n=1,390)

市政モニターアンケート(n=50)

 

●富士宮市の土地利用を、今後どのように進めていくべきだと思うか？ 
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●今後の土地利用規制はどのような方向で取り組むべきだと思うか？ 
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●住んでいる地域が将来どのようになったらよいと思うか？ 
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（３）土地利用における課題 

全市的な課題 市街地（市街化区域内）の課題 市街地周辺部（市街化調整区域）の課題 土地利用の実現に向けた課題 

●豊かな自然環境の保全 

－豊かな自然資源や富士山麓の景観の持続的な保全 

－環境への負荷の軽減 

●自然・歴史・文化資源を生かした産業の振興や活性化 

－地域資源を生かした既存産業の振興と新たな産業の発掘・誘致 

●自然災害への対応 

－水害、土砂災害、南海トラフ巨大地震、富士山噴火などの自然

災害からの市民生活の安全性の確保 

●広域交通ネットワークの形成 

－環富士山地域や静岡市、山梨県南部町方面へのアクセスの強

化・充実 

－市内の市街地や集落、工業団地等の産業拠点を結ぶ広域交通ネ

ットワークの早期実現 

●中心市街地のにぎわいづくり 

－富士山世界遺産センター（仮称）の

建設や駅周辺における基盤整備等

を契機とした中心部にふさわしい

都市機能とにぎわいの再生 

●良好な住環境の形成 

－市民の理解や参加を得た基盤整備

の推進による良好な住環境の形成 

●低・未利用地の活用 

－空地、空店舗等の低・未利用地、耕

作放棄地の活用に対する方策の検

討 

●集落環境の整備と拠点性の強化 

－集落機能の低下を予防 

－効率的な公共投資や、旧町村役場等

を核とした拠点性の強化による地域

の活性化 

●美しい風景の維持創造 

－多様な地域特性によって形成されて

いる景観の維持保全 

－地域資源の適切な再生・活用による

地域固有の美しい風景を維持創造 

●地域の実情に即した地区レベル

の計画的な土地利用の実施 

－市街地や集落の特性に応じた

総合的なまちづくりの実現化

手法の検討 

●市民等との協働による土地利用

の推進 

－食によるまちづくりの推進や

定住推進事業等といった市民

やまちづくり団体等との協働

の促進 

  

国土利用計画 

静岡県計画 

国土利用計画 

富士宮市計画 

基本 

とする 

必要に 

応じて 

見直す 

富士宮市総合計画 

●基本構想 

－課題、目標、基本方針 

－人口フレーム       等 

●基本計画：土地利用計画 

・土地利用診断 

・政策的な要因の付与 

・土地利用構想図 

総合計画庁内 

ワーキング・ 

グループ 

国土利用計画 

庁内ワーキング 

・グループ 

調整・連携 

即 

す 

る 

市民意向：市政モニターアンケート、市民アンケート、地区別懇談会 

パブリックコメント 

反 

映 

反 

映 

国土利用計画 

富士宮市計画 

富士宮市 

総合計画 

昭和 49 年 

（第 1 次） 

昭和 61 年 

（第 2 次） 

平成 8 年 

（第 3 次） 

平成 18 年 

（第 4 次） 

平成 28 年 

（第５次） 

平成 37 年 

（目標年次） 

昭和 63 年 

（第 1 次） （第 2 次） （第 3 次） （第 4 次） 
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３ 土地利用の基本方針 

（１）総合的かつ計画的な土地利用の推進 

・土地利用診断を指針とした施策展開による総合的かつ計画的な土地利用の推進 

・土地の特徴と歴史の理解による市民の郷土意識の向上 

（２）富士山、天子山系等の豊かな自然環境との共生 

・豊かな自然環境の保全(富士山麓や天子山系、緑地、湧水、貴重な動植物) 

・自然環境と共生した産業振興（農林水産業、観光業、工業等） 

（３）安全・安心な土地利用の確立 

・自然災害の発生が予測される地域における適正な土地利用の規制 

・治山・治水対策による安全で安心な土地利用の推進 

（４）自然を活用した既存産業の育成と基幹道路を生かした産業基盤の整備 

・産業間の連携強化、既存集落維持に向けた住宅政策との連動による既存産業の育成 

・インターチェンジ周辺への産業誘導 

（５）魅力ある都市空間・生活空間の形成 

・富士山世界遺産センター(仮称)を核とした中心部の都市機能の再構築とにぎわいの再生 

・緑豊かな都市環境と富士山が調和した美しい景観の形成 

（６）伝統・文化を引き継ぐ集落環境の維持 

・集落地域の拠点機能の強化、集落環境の整備、計画的な住宅地の確保 

・田園風景の保全、富士山景観と調和した緑豊かな集落環境の形成 

 

ゾーン別土地利用概念図 
 

●自然環境保全ゾーン 

現状の保存、森林資源の育成等に努める

とともに、自然林への復元、自然と親し

む施設の整備等を進める。 

 

●景観活用交流ゾーン 

自然環境や草原景観を保全するととも

に、自然と共生し調和する施設や新成長

産業の振興のための活用を図る。 

 

●産業振興ゾーン 

富士山の景観や自然との調和に配慮しな

がら、都市発展軸を生かした活用や地域

振興のための産業誘導を進める。 

 

●集落環境整備ゾーン 

農業生産性の向上と優良農地の保全、活

用に努め、地域特性を生かし、地場産業

と連携した産業文化の創出を図る。 

 

●市街地整備ゾーン 

世界遺産のまちづくり、良好な環境の住

宅地、地域をネットワークする道路網等

快適で機能的な都市環境を整備する。 

 
 

 

４ 利用区分別の基本方針 

（１）農用地 ・国の支援制度の活用と農業者の育成・確保による農用地の適正な維持管理の推進と遊休化の抑制 

・朝霧高原の高原景観を活用した観光施策との連携や生産基盤の強化による生産性の向上 

・耕作放棄地などの遊休地の農用地としての適切な維持保全と市民や各種団体による利用の推進 

・市街化区域内の良好な市街地形成や集落内の活性化などへの寄与を目的とした計画的な保全と利用 

（２）森林 ・水源のかん養、山地災害の防止、保健・レクリエーションの場、野生動植物の生息・生育の場としての機能の発揮、市街地や集落地

域周辺での良好な都市環境の形成及び郷土景観の維持のための適切な保全 

（３）原野 － 

（４）水面・河川・水路 ・安定した水量の確保と水質の保全、総合的な治水対策による安全な市民生活の確保 

（５）道路 ・本市及びその周辺地域の交通網を支える幹線道路のネットワーク形成 

・市街地の骨格となる補助幹線道路の整備による体系的な道路交通網の形成 

・市街地・集落内での安全性や快適性の向上及び良好な生活環境形成のための生活道路の整備 

・農林業の生産性向上と農林地の適正管理のための自然環境と調和した道路の整備 

（６）宅地 ・ 住 宅 地 ：市街地での既存ストックの活用と集落での田園風景に調和した住宅地の形成 

・ 工業用地 ：既存の工業集積地の操業環境の維持と緑・産業振興地域内の工場用地の確保 

       交通利便性の高い地域での地域振興となる企業の新たな用地確保 

・その他宅地：生活利便施設、観光・交流・文化的施設などの整備における既存施設の活用・充実、新たな用地確保に伴う適正な配置 

（７）その他 ・公共・公益施設用地は、市民生活上の重要性やニーズの多様化に対応できるよう適正に配置 

・再生可能エネルギー施設や土石採掘等の土地の利用については、富士山景観や周辺の自然・生活環境の保全に配慮 

 

●利用区分ごとの面積推計 

・過去の面積推移のトレンドや個別事業にお

ける見込み面積の積み上げなどによる複

数のパターンから利用区分ごとの将来面

積を算出し、目標年次の面積として妥当性

の高いものを最終的な推計値として設定 

利用区分ごとの将来面積の算出方法 

－ 農 用 地 ：過去のトレンドによる推計、農家一戸当たりの耕地規模による推計、農地転用による推計 

－  森 林  ：過去のトレンドによる推計、個別事業の積み上げによる推計 

－  道  路  ：道路の新設及び改良による道路面積の増加と計画的な整備事業の積み上げによる推計 

－ 住 宅 地 ：１人当たりの住宅地面積による推計、１世帯当たりの住宅地面積による推計 

－ 工業用地 ：開発予定の工場面積と減少見込み事業所数・面積、従業員１人当たりの工場面積からの推計 

－その他宅地：１世帯当たりのその他宅地面積による推計、新規の公共用地等の積み上げによる推計 

 

利用区分 
平成 24 年：基準年次 平成 32 年：中間年次 平成 37 年：目標年次 平成 24 年～平成 37 年 

面積(ha)：a 構成比 面積(ha) 構成比 面積(ha)：b 構成比 増減面積(ha)：b-a 増減率：b/a 

1 農用地 3,256  8.4% 3,181  8.2% 3,134  8.1% △ 122 △ 3.7% 

農地 3,256  8.4% 3,181  8.2% 3,134  8.1% △ 122 △ 3.7% 

採草放牧地 0  0.0% 0  0.0% 0  0.0% 0 ― 

2 森林 25,435 65.4% 25,354 65.2% 25,303 65.0% △ 132 △ 0.5% 

3 原野 0  0.0% 0  0.0% 0  0.0% 0 ― 

4 水面・河川・水路 575  1.5% 575  1.5% 575  1.5% 0 0.0% 

水面 60  0.2% 60  0.2% 60  0.2% 0 0.0% 

河川 453  1.1% 453  1.1% 453  1.1% 0 0.0% 

水路 62  0.2% 62  0.2% 62  0.2% 0 0.0% 

5 道路 1,381  3.5% 1,405  3.6% 1,419  3.6% 38 2.8% 

一般 900  2.3% 921  2.4% 934  2.4% 34 3.8% 

農道 339  0.9% 341  0.9% 342  0.9% 3 0.9% 

林道 142  0.3% 143  0.3% 143  0.3% 1 0.7% 

6 宅地 2,649  6.8% 2,713  7.0% 2,754  7.1% 105 4.0% 

住宅地 2,194  5.6% 2,220  5.7% 2,236  5.8% 42 1.9% 

工業用地 306  0.8% 337  0.9% 357  0.9% 51 16.7% 

その他宅地 149  0.4% 156  0.4% 161  0.4% 12 8.1% 

7 その他 5,603 14.4% 5,680 14.5% 5,723 14.7% 120 2.1% 

合計 38,899  100.0% 38,908  100.0% 38,908  100.0% 9 ― 
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５ 地域別の基本方針 
 

  

 
地域区分図 

 

●中部地域 
 

●東部地域 
 

  
●西部地域（柚野地域） 
 

●西部地域（白糸ノ滝） 
 

  
●北部地域 
 

●南部地域 
 

（１）中部地域 ・商業・業務機能や歴史・文化機能の強化と、市民、企業、行政の協働による市街地の再整備 
・富士山本宮浅間大社を中心とした歴史的なエリアでの湧水等の水辺空間や富士山への眺望を
生かしたにぎわいや風格が感じられる景観の形成 

・富丘地域、大宮地域（沼久保）での集落環境維持と拠点性の向上 

（２）東部地域 ・良好な自然環境の適切な維持保全 
・木材生産機能や水源かん養等の公益的機能の高度発揮のための計画的な森林施業の推進 
・恵まれた交通アクセスを生かし、自然環境と調和した産業立地の継続的な推進 
・北山インターチェンジ周辺での職住が近接した産業立地の推進 
・北山地域（北山、山宮）、富士根地域（富士根北）での集落環境維持と拠点性の向上 

（３）西部地域 ・水利や気象条件、農業基盤を生かした農業振興 
・田貫湖や白糸ノ滝などの観光・交流拠点の機能強化 
・上野地域、白糸地域、柚野地域（柚野、上稲子、下稲子）での集落環境維持と拠点性の向上 

（４）北部地域 ・富士山西麓、天子山系、朝霧高原の適切な維持保全 
・農林水産業と連携した新成長産業の振興 
・自然環境や草原景観を活用した観光・交流・レクリエーション機能の強化 
・上井出インターチェンジ周辺での職住が近接した産業立地の推進 
・上井出地域（上井出、猪之頭）での集落環境維持と拠点性の向上 

（５）南部地域 ・富士川や稲瀬川沿いの恵まれた自然環境の維持保全 
・富原地域（芝富、内房）での集落環境維持と拠点性の向上 

 

 

６ 基本方針を実現するための方策 
 
（１）総合的かつ計画的な土地利用の推進 

1-1：土地利用構想図に基づく土地

利用事業の誘導・調整 

・体系的な土地利用診断によって作成された土地利用構想図に基づいた土地利用事業の誘導・調整 

・本計画や個別法等の適切な運用による総合的かつ計画的な土地利用の実現 

1-2：政策的な土地利用の推進 ・「政策推進エリア」の設定と、土地利用方針による適切な立地と誘導 

1-3：集落地域の土地利用の推進 ・中心集落におけるコミュニティの向上と、集落地域内の職住近接の実現に資する都市計画法の地区計

画や大規模指定集落制度、優良田園住宅制度などの活用 

1-4：郷土を知る機会の創出と継承 ・生涯学習を通じての郷土を知る機会の充実 

・郷土の自然、歴史・文化の適切な保全による後世への継承 

1-5：土地情報の整備と活用 ・本計画及び土地利用構想図のホームページへの掲載継続による適切な情報提供 

・土地利用に関する情報の一元化、地理情報システムの高度利用・公開による行政サービスの向上 

（２）富士山、天子山系等の豊かな自然環境との共生 

2-1：森林の適切な維持・管理 ・森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるための適切な維持・管理の推進 

2-2：地下水の保全と活用 ・森林の適切な維持・管理を通じての水源かん養機能の高度発揮 

2-3：自然環境と共生した産業振興 ・自然資源や景観資源といった地域資源の保全・活用と産業振興の両立 

・「緑・産業振興地域」における富士山の景観や自然と調和した整備による豊かな緑に囲まれたまちづく

りの推進 

（３）安全・安心な土地利用の確立 

3-1：ハザードマップの適切な活用 ・災害予測地域の情報更新に合わせた「防災・水資源保全地域」の設定 

・富士山火山広域避難計画の策定などの社会状況の見直しによる適切な規制・誘導 

3-2：自然災害に強いまちづくりの

推進 

・建物の耐震補強、ブロック塀の撤去等の推進による自然災害時の被害最小化 

・河川や水路の改修、都市下水路等の排水対策、土砂災害防止施設の整備等の推進 

・浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の周知、警戒避難体制の整備 

（４）自然を活用した既存産業の育成と基幹道路を生かした産業基盤の整備 

4-1：緑・産業振興地域内の産業立

地の推進 

・「緑・産業振興地域」の位置付けや、国道 139 号・469 号（富士南麓道路）の恵まれた交通アクセスを

生かした積極的な産業立地の推進 

4-2：既存集落の維持に向けた就業

の場の創出 

・既存集落内の住宅施策と併せた就業の場の創出 

・「職住近接産業地域」におけるインターチェンジ周辺の既存産業の育成と交通利便性の高い地域特性を

生かした産業の誘導を図り、近接する既存集落の地域振興を促進 

4-3：農林水産業の振興 ・農業振興と生産性の向上のため農業振興地域整備計画に基づいた農用地の確保や生産基盤の維持保全 

・認定農業者を中心とした担い手や農業生産組織の育成強化と農地の流動化による遊休農地の解消等に

よる農業経営基盤の強化 

・広大な森林の適切な管理の推進と、林道、作業道等の整備による生産コストの低減及び省力化の推進 

・集約化施業の推進等による良好な森林整備、担い手の育成、ブランド化の推進、木材需要の拡大によ

る林業経営の改善 

・既存養鱒場の維持とニジマスの消費拡大による全国一の生産量の維持 

（５）魅力ある都市空間・生活空間の形成 

5-1：中心市街地の拠点機能の強化 ・富士宮駅や富士山本宮浅間大社、富士山世界遺産センター（仮称）を核とした円滑な交通網体系の確

立と土地の有効利用の促進による中心市街地の拠点機能の強化 

・富士山本宮浅間大社の門前町の街並みやにぎわいの再生と魅力あふれる店舗づくりなどの商店街活性

化による世界遺産にふさわしいまちづくり 

5-2：居住環境の向上と市街地の整

備 

・適切な土地利用の誘導による市街化区域内の快適な居住環境の形成 

・地区計画や建築協定などの導入やブロック塀の生け垣化、宅地の細分化防止などによる居住環境の保

全・改善 

5-3：良好な都市環境の形成 ・街区公園やその他小規模な公園緑地などの配置や、住宅地、商業地、工業地、公共施設における緑化

の推進 

・中心市街地における潤いと風格のある都市環境及び市街地景観形成のための花・緑・水による演出 

5-4：魅力的な景観の形成 ・景観法や富士宮市富士山景観条例などに基づく富士山への眺望景観の保全と美しい景観の継承 

・富士山の眺望や周辺景観との調和に配慮した地域の良好な景観形成の誘導 

（６）伝統・文化を引き継ぐ集落環境の維持 

6-1：集落環境の整備と拠点機能の

強化 

・集落ごとの地域特性に応じた計画的なまちづくりの推進 

6-2：伝統文化を引き継ぐ担い手の

定住推進 

・本計画及び個別法の適切な運用と、集落環境の整備や空家などの既存ストックの有効活用による計画

的な住宅政策の推進 
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７ 土地利用診断による土地利用構想図の作成 

（１）土地利用構想図の作成の流れ（詳細は右側） 

①土地分級 

・自然環境の評価等を用いた土地が持つ特性の分野

別評価 

・各土地利用諸元における 3 段階のランクでの評価 

②土地利用適性総合図 

・重ね合わせ基準に基づいた土地分級の統合化 

③土地利用構想図：「土地に聴く土地利用計画」 

・政策的な要因の付与 

 

（２）土地利用の方向性 

土地利用の適性と競合の度合いにより、開発が制限さ

れる地域（元々法規制が強くもある地域） 

■自然保全地域／■環境緑地地域 

／■防災・水資源保全地域 

用途や規模に応じて、特定の開発に限って受容される

地域 

■林業・森林保全地域／■林業地域／■農業地域 

土地分級によって導かれた土地条件を活かしながら、 

開発を誘導・促進する地域 

■市街地／■主な集落等／□政策推進エリア 

 

（３）地域区分別の土地利用方針  

地域区分 土地利用方針 

自然保全地域 良好な自然環境や優れた自然の風景地を保護するための保全・整備を図る。 

環境緑地地域 都市空間の秩序、緩衝、遮断などの諸機能を持つ緑地環境として保全・整備を図る。 

防災・水資源保全地域 

（防災保全地域） 

土地の形質の変更を規制する。 

（水資源保全地域） 

水の流出を抑制し、水の量的・質的な保全、汚染防止、浄化及び水害防止を図る。 

林業・森林保全地域 防災、水資源保全などの公益的機能に留意しつつ、地域の実態に即して、林業地域、採草地などの利用を図る。 

林業地域 林木生産や特用林産物の生産によって達成される森林の経済機能を維持保全し、再生産を図る。 

農業地域 農業の生産に供する田・畑・樹園地・採草放牧地として整備保全し、農業農村基盤整備を図る。 

市街地・集落地域 
交通その他の都市基盤の整備状況、整備計画、土地所有の動向、地元意向などから見た宅地利用の適地において、

市街地、工業地、集落などの整備・開発を図る。 

政 

策 

推 

進 

エ 

リ 

ア 

緑・産業振興地域 
豊かな自然環境を保全するとともに、国道 469 号（富士南麓道路）などの広域幹線道路や本市の立地特性を生か

し、富士山の景観や自然との調和に配慮した産業振興を図る。 

集落拠点地域 
周辺の自然環境や営農環境と調和し、集落の拠点機能の維持強化を図りつつ、緑豊かで富士山と調和した集落環

境の形成を図る。 

職住近接産業地域 
豊かな自然環境や優良農地を保全しつつ、国道 139 号や国道 469 号（富士南麓道路）などの広域的な幹線道路の

利便性を生かし、周辺の自然環境や集落環境、景観と調和した産業の立地を推進する。 
 

 

 

 

●土地利用構想図 

 

 

●政策推進エリアの立地の基本方針 

緑・産業振興地域 地域振興を図る上で必要な製造業、情報通信業等を中心とした大規模な産業や

物流拠点となる土地利用事業で、緑地環境、景観と調和したものを推進する。 

集落拠点地域 集落の拠点形成に必要な住宅地又は生活利便施設の立地に係る土地利用事業

で、自然・営農環境及び景観と調和したものを推進する。 

職住近接産業地域 既存の産業施設の拡大、交通の利便性を活かした産業及び流通業務施設となる

土地利用事業で、周辺の自然・緑地環境、集落環境及び景観と調和し、近接す

る集落の地域振興となるものを推進する。 
 

 

 

●土地利用診断 

①自然環境の評価等を用いた 

土地が持つ特性の分野別評価 

（土地分級） 

○地形・地質 

○土壌等 

○植物・動物 

○災害危険要因 

○水 

○歴史的環境要因 

○既存計画・実績 

○法的土地利用規制 

②重ね合わせ基準に基づいた 

土地分級の統合化 

○土地利用適性総合図 

各土地利用諸元における 

3 段階のランクでの評価 

・市街地・集落地域適合度分級 

（Ｕ分級） 

・農地適合度分級（Ａ分級） 

・林地適合度分級（Ｆ分級） 

・防災保全分級 （Ｎ１分級） 

・水資源保全分級（Ｎ２分級） 

・自然保全分級 （Ｎ３分級） 

・環境緑地分級 （Ｎ４分級） 

③「土地に聴く土地利用計画」 

○土地利用構想図 

政策的な要因の付与 

・総合計画・国土利用計画 

における位置づけ 

（ゾーン別土地利用概念図等） 

・既存の開発構想、施設計画 

・交通、その他の基盤整備条件 

・適切な生活圏の形成 

・都市景観の保全・形成 

・地域住民による合意形成  等 


